
ダ
ム
事
業
の
廃
止
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地
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案
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…
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）
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○
補
助
金
等
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法
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第
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昭
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法
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第
三
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○
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独
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十
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号
）
（
抄
）

４



- -1

○
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
（
抄
）

（
譲
与
）

第
二
十
八
条

普
通
財
産
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
譲
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

公
共
団
体
に
お
い
て
維
持
及
び
保
存
の
費
用
を
負
担
し
た
公
共
用
財
産
の
用
途
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
用
途
の
廃
止
に
よ
つ
て
生
じ
た
普
通
財
産
を
そ

の
負
担
し
た
費
用
の
額
が
当
該
用
途
の
廃
止
時
に
お
け
る
当
該
財
産
の
価
額
に
対
し
て
占
め
る
割
合
に
対
応
す
る
価
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
公
共
団
体
に
譲
与
す

る
と
き
。

二

公
共
団
体
又
は
私
人
に
お
い
て
公
共
用
財
産
の
用
途
に
代
わ
る
べ
き
他
の
施
設
を
し
た
た
め
そ
の
用
途
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
用
途
の
廃
止
に
よ
つ
て

生
じ
た
普
通
財
産
を
そ
の
負
担
し
た
費
用
の
額
が
当
該
用
途
の
廃
止
時
に
お
け
る
当
該
財
産
の
価
額
に
対
し
て
占
め
る
割
合
に
対
応
す
る
価
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
当

該
公
共
団
体
又
は
当
該
私
人
若
し
く
は
そ
の
相
続
人
そ
の
他
の
包
括
承
継
者
に
譲
与
す
る
と
き
。

三

公
共
用
財
産
の
う
ち
寄
附
に
係
る
も
の
の
用
途
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
用
途
の
廃
止
に
よ
つ
て
生
じ
た
普
通
財
産
を
そ
の
寄
附
者
又
は
そ
の
相
続
人
そ

の
他
の
包
括
承
継
者
に
譲
与
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
寄
附
の
際
特
約
を
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
寄
附
を
受
け
た
後
二
十
年
を
経
過
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

四

公
共
団
体
に
お
い
て
火
葬
場
、
墓
地
、
ご
み
処
理
施
設
、
し
尿
処
理
施
設
又
は
と
畜
場
と
し
て
公
共
の
用
に
供
す
る
普
通
財
産
を
当
該
公
共
団
体
に
譲
与
す
る
と
き
。

た
だ
し
、
公
共
団
体
に
お
け
る
当
該
施
設
の
経
営
が
営
利
を
目
的
と
し
、
又
は
利
益
を
あ
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
補
助
金
等
」
と
は
、
国
が
国
以
外
の
者
に
対
し
て
交
付
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

補
助
金

二

負
担
金
（
国
際
条
約
に
基
く
分
担
金
を
除
く
。
）

三

利
子
補
給
金

四

そ
の
他
相
当
の
反
対
給
付
を
受
け
な
い
給
付
金
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

２
～
７

（
略
）

（
財
産
の
処
分
の
制
限
）

第
二
十
二
条

補
助
事
業
者
等
は
、
補
助
事
業
等
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
政
令
で
定
め
る
財
産
を
、
各
省
各
庁
の
長
の
承
認
を
受
け
な
い
で
、
補
助
金
等

の
交
付
の
目
的
に
反
し
て
使
用
し
、
譲
渡
し
、
交
換
し
、
貸
し
付
け
、
又
は
担
保
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
基
本
計
画
）

第
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
多
目
的
ダ
ム
を
新
築
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
建
設
に
関
す
る
基
本
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

○
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
す
べ
り
」
と
は
、
土
地
の
一
部
が
地
下
水
等
に
起
因
し
て
す
べ
る
現
象
又
は
こ
れ
に
伴
つ
て
移
動
す
る
現
象
を
い
う
。

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
す
べ
り
防
止
工
事
」
と
は
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
の
新
設
、
改
良
そ
の
他
次
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
内
に
お
け

る
地
す
べ
り
を
防
止
す
る
た
め
の
工
事
を
い
う
。

（
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
指
定
）

第
三
条

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
き
い
て
、
地
す
べ
り
区
域
（
地
す
べ
り
し

て
い
る
区
域
又
は
地
す
べ
り
す
る
お
そ
れ
の
き
わ
め
て
大
き
い
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
地
域
の
う
ち
地
す
べ
り
区
域
の
地
す
べ
り
を
助
長

し
、
若
し
く
は
誘
発
し
、
又
は
助
長
し
、
若
し
く
は
誘
発
す
る
お
そ
れ
の
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
地
す
べ
り
地
域
」
と
総
称
す
る
。
）
で
あ
つ
て
、

公
共
の
利
害
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
を
地
す
べ
り
防
止
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

（
地
す
べ
り
防
止
工
事
基
本
計
画
）

第
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
指
定
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
市
町

村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
意
見
を
き
い
て
、
当
該
地
す
べ
り
防
止
区
域
に
係
る
地
す
べ
り
防
止
工
事
に
関
す
る
基
本
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
主
務

大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
等
）

第
五
十
一
条

地
す
べ
り
防
止
区
域
又
は
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
区
域
の
指
定
及
び
管
理
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

砂
防
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
（
こ
れ
に
準
ず
べ
き
土
地
を
含
む
。
）
の
存
す
る
地
す
べ
り
地
域
又
は
ぼ
た
山
に
関
し
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

二

森
林
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
後
段
又
は
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
（
こ
れ
に
準
ず
べ
き
森
林
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
保
安
施
設
地
区
（
こ
れ
に
準
ず
べ
き
森
林
又
は
原
野
そ
の
他
の
土
地
を
含
む
。
）
の
存
す
る
地
す
べ
り
地
域
又
は
ぼ
た
山
に
関
し
て
は
、
農
林
水
産
大
臣

三

前
二
号
に
該
当
し
な
い
地
す
べ
り
地
域
又
は
ぼ
た
山
の
う
ち
、

イ

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
が
施
行
さ
れ
て
い
る
地
域
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
り
土
地
改

良
事
業
計
画
の
決
定
さ
れ
て
い
る
地
域
（
こ
れ
ら
の
地
域
に
準
ず
べ
き
地
域
を
含
む
。
）
の
存
す
る
地
す
べ
り
地
域
又
は
ぼ
た
山
に
関
し
て
は
、
農
林
水
産
大
臣

ロ

イ
に
該
当
し
な
い
地
す
べ
り
地
域
又
は
ぼ
た
山
に
関
し
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

２
・
３

（
略
）
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○
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
一
級
河
川
の
管
理
）

第
九
条

一
級
河
川
の
管
理
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
行
な
う
。

２
～
７

（
略
）

（
河
川
整
備
計
画
）

第
十
六
条
の
二

河
川
管
理
者
は
、
河
川
整
備
基
本
方
針
に
沿
つ
て
計
画
的
に
河
川
の
整
備
を
実
施
す
べ
き
区
間
に
つ
い
て
、
当
該
河
川
の
整
備
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「

河
川
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
７

（
略
）

○
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
急
傾
斜
地
」
と
は
、
傾
斜
度
が
三
十
度
以
上
で
あ
る
土
地
を
い
う
。

２
・
３

（
略
）

（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
）

第
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
市
町
村
長
（
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
意
見

を
き
い
て
、
崩
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
急
傾
斜
地
で
、
そ
の
崩
壊
に
よ
り
相
当
数
の
居
住
者
そ
の
他
の
者
に
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る

土
地
の
う
ち
、
当
該
急
傾
斜
地
の
崩
壊
が
助
長
さ
れ
、
又
は
誘
発
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
が
行
な
わ
れ
る
こ
と

を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
土
地
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

○
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
抄
）

（
水
源
地
域
整
備
計
画
の
決
定
及
び
変
更
）

第
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
三
項
の
公
示
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
水
源
地
域
整
備
計
画
の
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を
所
管
行
政
機
関
の
長
を
通
じ
て
国
土

交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

（
整
備
事
業
に
つ
い
て
の
負
担
の
調
整
等
）

第
十
二
条

整
備
事
業
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
地
方
公
共
団
体
で
当
該
事
業
に
係
る
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
者
と
協
議
し
、
そ
の
協
議
に
よ
り
そ
の
負
担
す
る
経
費
の
一
部
を
こ
れ
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
ダ
ム
等
を
利
用
し
て
河
川
の
流
水
を
水
道
、
工
業
用
水
道
又
は
発
電
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者



- -4

二

次
に
掲
げ
る
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
地
方
公
共
団
体
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
を
除

く
。
）

イ

指
定
ダ
ム
等
を
利
用
し
て
河
川
の
流
水
を
そ
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
水
道
で
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
の
給
水
区
域

ロ

指
定
ダ
ム
等
を
利
用
し
て
河
川
の
流
水
を
そ
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
水
道
で
水
道
法
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
水
道
用
水
供
給
事
業
の
用
に

供
す
る
も
の
の
給
水
対
象
事
業
者
が
設
置
す
る
水
道
の
給
水
区
域

ハ

指
定
ダ
ム
等
を
利
用
し
て
河
川
の
流
水
を
そ
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
工
業
用
水
道
で
工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号

）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
工
業
用
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
の
給
水
区
域

ニ

指
定
ダ
ム
等
を
利
用
し
て
河
川
の
流
水
を
か
ん
が
い
の
用
に
供
す
る
土
地
の
区
域

ホ

指
定
ダ
ム
等
の
建
設
に
よ
り
洪
水
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
が
防
止
さ
れ
、
又
は
洪
水
等
に
よ
る
災
害
が
軽
減
さ
れ
る
地
域

２

（
略
）

○
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
抄
）

附

則

（
河
川
整
備
基
本
方
針
及
び
河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
新
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
河
川
の
区
間
に
つ
い
て
河
川
整
備
計
画
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
こ

の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
河
川
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
工
事
実
施
基
本
計
画
の
一
部
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
新
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
河
川
の
区
間
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
河
川
整
備
計
画
と
み
な
す
。

○
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
は
、
洪
水
（
高
潮
を
含
む
。
）
防
御
の
機
能
又
は
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
と
増
進
を
そ
の
目
的
に
含
む
多
目
的
ダ
ム
、
河

口
堰
、
湖
沼
水
位
調
節
施
設
そ
の
他
の
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

５
～
７

（
略
）

（
事
業
実
施
計
画
）

第
十
三
条

機
構
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
水
資
源
開
発
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
事
業
実
施
計
画
を

作
成
し
、
関
係
都
道
府
県
知
事
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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２
～
７

（
略
）


